
（特定高性能農業機械導入計画書より）

１ 特定高性能農業機械の利用規模の目安（抜粋）
（単位：ha）

類別 大きさ・馬力・形式等 利用規模の下限

Ⅰ ３０PS級（２５PS以上３４PS以下） 6

Ⅱ ４０PS級及び５０PS級（３５PS以上５４PS以下） 9

Ⅰ ４～５条植 5

Ⅱ ６条植 7

Ⅰ 薬液吐出量３０㍑/分以上５５㍑/分未満 有効散布幅１５m級未満 6

Ⅱ 薬液吐出量５５㍑/分以上１００㍑/分未満 有効散布幅１５m級以上 12

Ⅰ 薬液吐出量２０㍑/分以上５０㍑/分未満 4

Ⅱ 薬液吐出量５０㍑/分以上７０㍑/分未満 6

Ⅰ 刃幅０．８m以上１．２m未満（自脱型） 5

Ⅱ 刃幅１．２m以上１．６m未満（自脱型） 9

5

２ 特定高性能農業機械以外の農業機械の利用規模の目安
（単位：ha）
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（注）  利用面積の下限は、それぞれの作目の年間実栽培面積の和とする。

半自動

４条植

１条刈り

２条刈り

刃幅０．８m未満

全自動

５PS以上１５PS未満

１５PS未満

１５PS以上２０PS未満

２０PS以上２５PS未満

２条植

歩行型トラクター

乗用型トラクター

歩行型田植機

バインダー

自脱型コンバイン
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（注１）  ２以上の地目に利用する場合は、それぞれの地目についての利用規模の下限に対する利用面積の比の値を合計したもの
が少なくとも１以上であることが必要であるが、農業機械利用コストの低減を推進するため、できる限り多くの利用面積を確保するこ
と。

機械の種類

トラクター

乗用型田植機

防除用
動力散布機

動力噴霧器

スピードスプレーヤー

コンバイン

野菜用の乗用型全自動移植機 ２条植

野菜用歩行型移植機

（注２）  スピードスプレーヤーについては、経済性を考慮し、薬液吐出量が類別Ⅱに該当するものであって風量が５００m2/分級未
満のものは類別Ⅱに該当するものとする。

大きさ・馬力・形式等

５PS未満

機械の種類



（参考様式）

申請者名：山田 太郎

導入する機械名：乗用型トラクター
機械の種別（大きさ、馬力、形式等）：１８ＰＳ
利用面積（※１）：２．０ｈａ

栽培概要と使用時期
作目 面積(a) 作数 実栽培面積（ａ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水なす 20 1 20   △ ●

しゅんぎく 20 2 40 ●○ ●○
水稲 100 1 100 ●  ● ○  ●△
キャベツ 40 1 40 ● ○  △

合計 200 ○は種 △定植 □収穫期  ●使用

考慮すべき事項

重粘な土壌での使用となる。

※１：原則、利用面積は、作目ごとの作業面積の和とする。

導入する農業機械の利用計画（記入例）
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農振法・生産緑地法等による制度資金（前向き資金）の融資対象地域及び事業内容について

  各地域等ごとの対象要否の判断目安は下図のとおりとなります。但し、対象要否は各種法令通知等により多角的に規定されていること、農林水産
 省の見解が各種法令通知等の柔軟な運用を認めていることなどから、個々事案ごとに判断する必要があります。（問い合わせ先：検査指導課）

【市街化調整区域】

①農用地区域内の農用地を主体とした一体利用により経営規模拡大・経営改善を行う場合

②農地利用に直接関連しないもの（家畜（牛・豚・鶏）の購入、農業関係施設の改良・造成・取得）

③既存施設の軽微な改修等維持管理に係る事業など、現行農業生産を当面維持する場合など

【市街化（推進）区域】

【生産緑地地区】

①農用地区域内の農用地を主体とした一体利用により経営規模拡大・経営改善を行う場合

②農地利用に直接関連しないもの（家畜（牛・豚・鶏）の購入、農業関係施設の改良・造成・取得）

③既存施設の軽微な改修等維持管理に係る事業など、現行農業生産を当面維持する場合など

【農業振興地域】

①農用地区域内の農用地を主体とした一体利用により経営規模拡大・経営改善を行う場合

②農地利用に直接関連しないもの（家畜（牛・豚・鶏）の購入、農業関係施設の改良・造成・取得）

③既存施設の軽微な改修等維持管理に係る事業など、現行農業生産を当面維持する場合など

（耐用年数が短い新設は可能（土地購入・永久構造物の構築などは原則不可）→通常のハウスは可）

【農用地区域】

○原則、融資対象（農用地区域の農用地等を利用する農業生産者を対象）
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底面の全部がコンクリート等で覆われた 

農業用施設の農地法上の取扱いについて 

 

 

１ 法律改正の背景 

  近年、農業用ハウス内部の底面を全面コンクリート張りとしたいという声が強くなっていま

すが、このような工事をする場合には、農地法に基づく農地転用許可が必要で、そうなると税制

上も農地ではなくなってしまうという問題がありました。 

このようなことを背景として、国は農地法を改正し、このような農地（法律では「〔農作物栽

培高度化施設〕の用に供される農地」としています。）は、事前に農業委員会に届け出ることに

よりコンクリート張りしても引き続き農地として扱えるようにしました（農地法第 43条）。 

これにより、税制上も農地として扱われ、固定資産税の負担が増加する等の問題もなくなりま

す。 

   

２ 改正の内容 

  農地法は、優良農地の確保と農地の農業上の効率的な利用を図るために、農地の権利移動や

農地転用を制限しています。 

ここでいう「農地」は「耕作の目的に供される土地」（農地法第 2条第 1項）と定義されてお

り、「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう」（農地法関係

事務に係る処理基準第１の（1）の①）とされています。 

農地をコンクリート張りにしてしまうとその土地の肥培管理は行われないため「農地」と言え

なくなることから、農地法の転用許可が必要となっていました。 

今回の法律改正では、事前に農業委員会に届け出て、敷地をコンクリート張りにしたハウス等

で、養液栽培等により農作物を栽培する場合には、その農作物の栽培は土地の肥培管理を伴わな

いものの、「耕作」に該当するものとみなすこととしたもので、これによりその敷地は農地とし

て扱われることとなりました。 

  なお、このようなコンクリート張りした農業用ハウス等において農作物の栽培が行われてい

ない場合には、農業委員会は農作物の栽培を行うべきことを勧告することができるとされてい

ます（農地法第 44条）。 

 

平成 30年 11月 16日に施行された改正農地法により、農業委員会へ届出を行うことで、

底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。 
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林業・木材産業改善資金について 

 
１ 林業・木材産業改善資金制度 
 (1)目 的 

   林業及び木材産業の健全な発展を一体的に推進すること等を目的として、林業従

事者・木材産業事業者等が経営改善等のために行う新たな事業の開始・新たな販売

方式の導入等の先駆的な取り組みに対し、都道府県がこれらに必要な中・短期の資

金を無利子で貸付けを行う。 

 

 (2)制度のしくみ 

   国庫補助金（２／３），府の一般財源（１／３）を原資として、府の特別会計を

設置。林業従事者等に対して、無利子で林業・木材産業改善資金の貸付けを行って

いる。 

 

２ 貸付について              
(1) 貸付対象 

● 新たな林業部門の経営の開始 
      例： ・新たに素材生産事業やきのこ栽培などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合 

・新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合 

● 新たな木材産業部門の経営の開始 
      例： ・新たに集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場業など

を開始するため、必要な機械や施設を導入する場合 

● 林産物の新たな生産方式の導入 
   例： ・生産性の向上、品質の向上等に役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合 

(木材乾燥施設や木質バイオマス利用施設も含む。） 
          ・また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりや団地性を確保した森林施業など先駆的な

生産方式も対象。 

● 林産物の新たな販売方式の導入 
   例： ・売上高の向上等に役立つ販売用機械や施設を導入する場合。（ＩＴを活用した販売方式も

含む。） 
・また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先駆的な販売 
方式も対象。 

● 林業労働に係る安全衛生施設の導入 
     例：  防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈払機、自

動枝打機、玉切り装置、暖房装置付き人員輸送車、振動障害予防器具、無線機器、人員輸送
用モノレール、休憩施設などを導入する場合 

● 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 
     例：  休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等を付備した施設などを導入する場合。 

 

★林業者が行う特用林産物の栽培等（農地利用の有無、農家資格等を問わない）に係

る設備投資等も融資対象。 

（特用林産物） 

保有山林から生産又は採取し販売したもののうち、用材、ほだ木用原木を除く林産

物をいう。 

（例）まつたけをはじめとするきのこ類、くり、くるみ、わさび、筍、わらび、ぜんま

い、その他山菜類  
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(2)貸付実績 

  ・貸付実績 

    平成２０年度  ５，６６６千円（椎茸用ボイラー、ほだ木運搬車他） 

    平成２２年度  ６，４４８千円（椎茸用ハウス、原木他） 

    平成２５年度  ４，８３０千円（薪割り機） 

        平成２７年度  ６，０００千円（作業路の改良） 

    平成２９年度 １５，０００千円（きくらげ用ハウス、菌床他） 

 

(3)貸付方法 

  

                

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                               

 
 

   
(4)貸付限度額、償還期間及び据置期間 

①貸付限度額 

対象事業費の 100％を貸付けできる。 

個人 1,500 万円、法人（会社）3,000 万円、法人（団体）5,000万円、

但し、大阪府の予算の範囲内となる。（令和２年予算 1,600万円）    

  ②償還期間 

    償還期間 10年以内、据置期間 3年以内（特例措置あり） 

 

(5)償還方法 

①償還方法は、均等年賦支払の方法とする。（要綱第３の３(1)） 

②償還期日は、原則として、6月 10日、11月 10日、1月 10日、3月 10日

のいずれかとする。（要綱第３の３(2)） 

  

(6)貸付枠、順位については、貸付けを希望した者の中で随時調整を行う。 

 

機械の発注、納品 

貸付資格の 
審査 

【償還期間中毎年】府の実地調査(機械の確認等) 

借用証書、印鑑証明書、貸付金受領口座、請求書の

提出 

貸付資格認定・貸付決定通知書の送付 

 

申請者 

(借受者) 

 

大阪府 

貸付資格認定申請書、見積書等提出 

① 

③ 

府運営協議会 

④ 

貸付金の交付 

⑤ 

実施報告書の提出 

⑥ 

② 

⑦ 

⑧ 

業  者 
※貸付の時期･･･随時 
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【お問い合わせ窓口】 

大阪府 みどり推進室森づくり課 森林支援グループ   06-6941-0351（内線 2752） 

      検査指導課 総務・金融グループ       06-6941-0351（内線 6741） 

及び 管轄の農と緑の総合事務所の森林課 

 



減価償却資産の耐用年数 

  

 農業における減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭

和 40年 3月 31日大蔵省令第 15号）により定められています。 

 

（１）農業用減価償却資産 

種類 細目 耐用年数
主としてコンクリート造、
れんが造、石造又はブロッ
ク造の構築物

果樹又はホップだな
その他のもの

14
17

主として金属造の構築物 14
主として木造の構築物 5
土管を主とした構築物 10
その他の構築物 8
電動機 7
内燃機関、ボイラー及びポ
ンプ

7

トラクター 歩行型トラクター
その他のもの

７
７

耕うん整地用機具 7
耕土造成改良用機具 7
栽培管理用機具 7
防除用機具 7
穀類収穫調製用機具 自脱型コンバイン、刈取機（ウインドロウアーを除く

ものとし、バインダーを含む。）、稲わら収集機（自
走式のものを除く。）及びわら処理カッター
その他のもの

７

７
飼料作物収穫調製機具 モーア、ヘーコンディショナー（自走式のものを除

く。）ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダーレー
キ、フォレージハーベスター（自走式のものを除
く。）、ヘーベーラー（自走式のものを除く。）､ヘー
プレス、ヘーローダー、ヘードライヤー（連続式のも
のを除く。）、ヘーエレベーター、フォレージブロア
ー、サイレージディストリビューター、サイレージア
ンローダー及び飼料細断機
その他のもの

７

７
果樹、野菜又は花き収穫調
製用機具

野菜洗浄機、清浄機及び堀取機
その他のもの

７
７

家畜飼養管理用機具 自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵
機、保温機、畜衝機、牛乳成分検定用機具、人工授精
用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウト
レーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん
尿乾燥機及びふん焼却機
その他のもの

７

７
運搬用機具 7  

 

※ビニールハウスの耐用年数について 
〇 ビニールハウスが「構築物」に該当するものである場合には、骨格部分が金属造のものな
ら、「主として金属造のもの」の耐用年数 14年を、木造のものなら、「主として木造のもの」
の耐用年数 5年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数 8年を適用することに
なります。 

  〇 構築物に該当しないビニールハウスである場合には、「器具及び備品」に係る耐用年数を
適用することになり、骨格部分が金属製のものなら、「主として金属製のもの」の耐用年数
10年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数 5年を適用することになります。 
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（２）生物 

種類 細目 耐用年数

牛

繁殖用（家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）
に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証
明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。）
役肉用牛
乳用牛
種付用（家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を
受けた種おす牛に限る。）
その他用

６
４
４

６

馬

繁殖用（家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精
証明書のあるものに限る。）
種付用（家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を
受けた種おす馬に限る。）
競走用
その他用

６

６

４
８

豚 3

綿羊及びやぎ
種付用
その他用

４
６

かんきつ樹
温州みかん
その他

28
30

りんご樹
わい化りんご
その他

20
29

ぶどう樹
温室ぶどう
その他

12
15

なし樹 26
桃樹 15
桜桃樹 21
ブルーベリー樹 25
アスパラガス 11
ホップ 9  
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用 語 解 説（50音順） 

 
貸付決定 

 借入申込に対して、資金の貸付けを応諾することをいい、金銭消費貸借契約の予約的行為

とされている。 

 

貸付実行 

 金銭消費貸借契約の締結のため借入者から借用証書を提出させた後、資金を借入者に交付

することをいう。したがって、貸付実行時点が金銭消費貸借契約の締結時点である。 

 

元金均等償還 

 元金を返済回数に応じて均等割した返済方法。返済金額は残元金による利息を加えたもの

を返済するため、返済当初の返済金額は多いものの、返済回数が進むにつれて、毎回の返済

金額は少なくなる。 

 

元利均等償還 

 元金部分と利息部分を併せた毎回の返済金額を全期間同じにする返済方法。返済当初は利

息部分が多く元金は少なく、返済回数が増えるにつれて、利息部分は少なく、元金が多くな

る。 

 

繰上償還 

 約定日以前に残元金の全部又は一部を返済することをいう。債務者が任意に行う場合（期

限の利益の放棄）と、債務者が特約条項に反するなどして強制的にさせる場合（期限の利益

の損失）とがある。例えば、事業費の減少により、融資率を超過した場合は、繰上償還が必

要になる。 

 

債務保証（機関保証） 

 金融機関等が融資を行う場合に、第三者（債務保証機関等）が借受者の債務の保証を引き

受けることによって、融資を容易にする与信措置である。 

 

償還期間 

 各資金ごとに定められた償還期間（据置期間）は、その最高限度を示すものであるが、実

際には融資対象施設の耐用年数のほか、融資対象事業の効果、収益力などを考慮して、必要

な期間にとどめることになる。 

 

償還方法 

 償還は、償還金を分割して元利均等償還又は元金均等償還の方法で行うのが原則である。 
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据置期間 

 事業開始直後は事業効果が現れにくいため、借入元金の償還は行わず、利息だけを支払う

ことができる期間をいう。この期間は、それぞれの資金の償還期限内に含められる。 

 

耐用年数 

 普通の状態・条件のもとで取得した固定資産が、廃物として処分・廃棄されるまでの有効

に使用しうる見積年数又は推定年限をいう。 

 

担 保 

 債権の保全を図るため債権者に提供される手段のことをいい、人的担保と物的担保がある

（前者は保証人、後者は不動産等の財産による担保（抵当権、質権等））。 

 

延滞違約金 

 延滞元利金に対し、約定払込期日の翌日から弁済の日までの日数に応じ、規定の年率を乗

じて算定する違約金をいう。 

 

直 貸 

 行政が金融機関を通さずに借受者に貸し付けることをいう。 

 

転 貸 

 行政が金融機関を通じて借受者に貸し付けることをいう（行政と借受者の間には債権債務

関係が生じない）。 

 

特別融資制度推進会議 

認定農業者等が農業制度資金を借り入れる場合に、計画の審査等を行うため、市町村及び

その関係機関で構成する会議。事務局は、主として市町村に設置する。 

 

認定新規就農者 

 新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市町村から認

定を受けた者をいう。青年（原則 18歳以上 45歳未満）、知識・技能を有する者（65歳未

満）、これらの者が役員の過半を占める法人、農業経営を開始してから一定期間（５年）以内

のものを含み、認定農業者を除く。 

 

認定農業者 

 農業経営基盤強化促進法に基づき農業経営改善計画を市町村が認定した農業経営者・農業

生産法人をいう。 
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人・農地プラン 

 農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り

方などを明確化し、市町村により公表するものをいう。 

平成 24 年に開始され、平成 30 年度末現在、1,583 市町村において、15,444 の区域

で作成されているが、この中には、地域の話合いに基づくものとは言い難いものもあったた

め、人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにする観点から、アンケートの実施、

アンケート調査や話合いを通じて地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農地の

集約化に関する将来方針を作成するなど、人・農地プランの実質化を図ることが推奨されて

いる。 

 

連帯保証人 

 債務者と連帯して債務を負担する保証人をいう。債権者は主たる債務者に弁済資力がある

場合でも、直ちに連帯保証人に請求、執行を行うことができる。なお、保証は連帯保証とし、

かつ、保証人が複数のときは、保証人相互においても保証連帯させることを原則としている。 
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農業関係制度資金等取扱金融機関一覧 

  

金融機関名 所在地 電話番号 

北大阪農業協同組合 吹田市山田西 4-15-1 06-6877-5140 

高槻市農業協同組合 高槻市城北町 1-15-8 072-671-5421 

茨木市農業協同組合 茨木市上穂積 2-1-50 072-627-7761 

大阪北部農業協同組合 箕面市桜井 2-8-8 072-725-0751 

大阪泉州農業協同組合 泉佐野市日根野 4040-1 072-468-0600 

いずみの農業協同組合 岸和田市別所町 3-13-20 072-439-2381 

堺市農業協同組合 堺市西区上野芝町 2-1-1 072-278-3333 

大阪南農業協同組合 富田林市甲田 3-4-10 0721-25-1451 

大阪中河内農業協同組合 八尾市南小阪合町 2-2-2 072-996-1717 

グリーン大阪農業協同組合 東大阪市荒本北 1-5-50 06-6748-5200 

北河内農業協同組合 枚方市大垣内町 2-1-11 072-844-1351 

大阪東部農業協同組合 大東市野崎 4-4-47 072-878-1231 

九個荘農業協同組合 寝屋川市高柳 1-1-24 072-828-4441 

大阪市農業協同組合 大阪市平野区加美鞍作 2-2-1 06-6793-8701 

大阪府信用農業協同組合連合会 大阪市中央区高麗橋 3-3-7 06-6204-6571 

農林中央金庫 大阪支店 大阪市中央区今橋 4-1-1 06-6205-2111 

日本政策金融公庫 大阪支店 
農林水産事業 

大阪市北区曽根崎 2-3-5 
(梅新第一生命ビルディング内) 

06-6131-0750 

 

農業関係制度資金問い合わせ先 

 

問い合わせ先 所在地 電話番号 

大阪府北部農と緑の総合事務所   
農の普及課 

茨木市中穂積 1-3-43 

三島府民センタービル内 
072-627-1121 

大阪府中部農と緑の総合事務所 
農の普及課 

八尾市荘内町 2-1-36 

中河内府民センタービル内 
072-994-1515 

大阪府南河内農と緑の総合事務所 
農の普及課 

富田林市寿町 2-6-1 

南河内府民センタービル内 
0721-25-1131 

大阪府泉州農と緑の総合事務所 
農の普及課 

岸和田市野田町 3-13-2 

泉南府民センタービル内 
072-439-3601 

家畜保健衛生所 泉佐野市りんくう往来北 1-59 072-458-1151 

大阪府環境農林水産部検査指導課 
総務・金融グループ 

大阪市住之江区南港北 1-14-16 

大阪府咲洲庁舎 23階 
06-6210-9546 

大阪府環境農林水産部農政室推進課 

経営強化グループ 
大阪市住之江区南港北 1-14-16 

大阪府咲洲庁舎 22階 
06-6210-9589 
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